
○ 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する

地域の指定等

笠間市告示第２８２号

騒音規制法(昭和４３年法律第９８号)第３条第１項の規定に基づき，特定工場等において発生

する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次の１のとおり指定

し，同法第４条第１項の規定に基づき，特定工場等において発生する騒音についての規制基準を

次の２のとおり定め，平成２４年４月１日から施行する。

平成２４年４月１日

笠間市長 山口 伸樹

１ 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制す

る地域

平成１８年３月１９日に効力を生じた合併前の笠間市及び西茨城郡友部町の同月１８日にお

ける地域は都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する工業専用

地域を除く

２ 特定工場等において発生する騒音についての規制基準

備考

１ 第１種区域，第２種区域，第３種区域及び第４種区域とは，それぞれ次に定める区域と

する。

(１) 第１種区域

都市計画法第８条第１項第１号に規定する第一種低層住居専用地域及び第二種低層

住居専用地域として定められた区域

(２) 第２種区域

都市計画法第８条第１項第１号に規定する第一種中高層住居専用地域，第二種中高層

住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域及び準住居地域として定められた区域

(３) 第３種区域

都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域，商業地域及び準工業地域と

して定められた区域並びに同法による用途地域の指定のない区域

(４) 第４種区域

都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業地域及び工業専用地域として定めら

れた区域

２ 第２種区域，第３種区域又は第４種区域内に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲５０

メートルの区域内における規制基準値は，各欄に定める値から５デシベルを減じた値とす

る。

(１) 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する学校

(２) 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第７条に規定する保育所

(３) 医療法(昭和２３年法律第２０５号)第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２

項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

時間の区分

区域の区分
午前８時から午後６時まで

午前６時から午前８時まで

午後６時から午後９時まで

午後９時から

翌日の午前６時まで

第１種区域 ５０デシベル ４５デシベル ４０デシベル

第２種区域 ５５デシベル ５０デシベル ４５デシベル

第３種区域 ６５デシベル ６０デシベル ５０デシベル

第４種区域 ７０デシベル ６５デシベル ５５デシベル



(４) 図書館法(昭和２５年法律第１１８号)第２条第１項に規定する図書館

(５) 老人福祉法(昭和３８法律第１３３号)第５条の３に規定する特別養護老人ホーム


